
まち未来創生戦略事業に係る平成２９年度の主な事業計画

目標 NO 戦略施策名 事業名称 区分 事業目的 事業概要（拡充事業については拡充部分） 事業実施計画 備考

1
施策２
　企業誘致の推進（企業
誘致）

企業誘致プロジェクト事業
拡
充

　企業誘致を図るため、規制緩和や奨励制度の拡充
等の新たな施策の構築を図る。

　本社機能の移転のみを対象に賃貸料の補助を
行っていたが、利用が進まないことから、一定の
条件を満たした事務所機能を有する場合は、補助
の対象とするように制度を拡充する。

　市外から本社機能又は一定の条
件を満たした事務所を移転した場
合にオフィス立地促進賃料補助金
を交付

2 龍野地区賑わい創出事業
拡
充

　歴史的な町並みが残る貴重な観光資源である龍野
地区において、交流・情報発信拠点を整備し、来訪
者を増加させるとともに、体験観光ツアーやイベン
ト・ショップの展開により滞在時間を延伸させ、地
域を活性化させるとともに地域経済を循環させ地域
の賑わいを創出する。

　平成28年度に制度設計を行い、平成29年度から
右記の計画により事業を実施する。

・龍野地区の賑わい創出イベント
開催（龍野地区を巡る体験ツアー
等）
・拠点施設を活用した交流スペー
ス運営(H29.10～)

事業化

3 うすくち醤油の聖地事業
拡
充

　観光客がうすくち醤油をお土産として購入できる
場所の整備とうすくち醤油を知るためのＰＲ素材を
作製することで、歴史や文化、商品情報を発信し、
観光産業の活性化につなげる。また、地域の高校生
が事業に関わり、特産品であるうすくち醤油をより
詳しく知ることで郷土愛を深める。

　平成28年度に制度設計を行い、平成29年度から
右記の計画により事業を実施する。

・うすくち醤油ＰＲ用素材作製
・イベント実施
・うすくち醤油商品展示備品整
備、特設売場備品整備

事業化

4 創業支援事業
拡
充

　市内で創業する方に対して支援を行うことによ
り、産業及び地域の活性化、雇用の創出、定住の促
進を図る。

　創業支援ネットワーク構築事業は、平成28年8
月経済産業省の認定を受け完了したことにより本
事業に統合する。
　景観形成地区における創業を支援する町並み空
き家等活性化事業は、支援が充実する本事業に統
合する。

　本市で創業される方に対し補助
金を交付
　店舗建築・改修補助、店舗設備
等補助、新規雇用補助、店舗賃借
補助

「創業支援ネットワー
ク事業」を統合
「町並み空き家等活性
化事業」を統合

5 若者就職支援事業
拡
充

　若者の就労を支援するために、合同就職説明会や
サポート相談会等を開催し、地域での雇用の拡大を
図る。

　平成29年度より、首都圏での企業の合同就職説
明会を開催し、雇用の拡充を図る。
　インターンシップ雇用支援事業を本事業に統合
し事業を拡充する。

・市内合同就職説明会の開催
・定住自立圏構想合同就職説明会
の開催
・首都圏合同就職説明会の開催
・インターンシップ受入企業補助

「インターンシップ雇
用支援事業」を統合

6 まるごと就職支援事業
新
規

　女性、高齢者、障害者等就職困難者の雇用促進を
支援し、雇用の安定、福祉の向上に寄与する。

　平成28年度に就職困難者に対する制度を構築
し、平成29年度から実施する。
　まるごと就職相談会事業及びトライやる雇用支
援事業は、平成28年度に制度設計を行い本事業に
統合する。
　若者就職困難者就労支援は本事業に統合する。

・若者就職相談会の開催
・施策ＰＲ冊子の発行
・若者就職困難者等就労支援補助
金
・女性就業支援補助金
・高齢者就業支援補助金

「まるごと就職相談会
事業」を統合
「トライやる雇用支援
事業」を統合
「若者就職支援事業」
の一部を統合

7 たつの企業振興支援事業
新
規

　市内の中小企業の基盤強化や経営に係る包括的な
支援を行い、地域に根付いた産業振興と雇用の創出
を促す。

　市内の中小企業者に対し、新製品・新技術の特
許権取得、販路拡大を目的とした展示会等への出
展、先進的・独創的な就業制度などの支援・奨励
を展開する。
　ものづくりマイスター制度事業及びサンキュウ
イクキュウ助成事業は本事業に統合し、総合的な
企業振興支援事業として実施する。

　市内に主たる事務所を有する中
小企業者を対象に、新製品や新技
術を開発した企業へ補助金等を交
付

「ものづくりマイス
ター制度事業」を統合
「サンキュウ・イク
キュウ助成事業」を統
合

施策４
　働きやすい環境づくり
と人材育成（就業・人材
支援）

施策３
　創業支援の充実と若者
起業の支援（創業支援）

≪新規９事業　・　拡充１３事業≫

雇
用
創
生

※下記事業については計画段階のものであり、予算措置及び事業実施が確定されたものではありません。
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8

施策５
　移住・定住希望者に対
する支援体制の充実（定
住・移住）

地域支え合いステップアッ
プ事業

新
規

　ニュータウンを含め高齢化が進む地域などで、住
民が相互に見守り助け合う意識を高め地域のつなが
りを強化し、高齢者になっても安心して暮らし続け
られる地域づくりを推進する。

　まちかどステーション推進事業は、制度構築に
伴い本事業に統合する。

　自治会内で高齢者の生活支援が
行えるような仕組みづくりとして
支え合い活動を補助

「まちかどステーショ
ン推進事業」を統合

9 海を楽しむ体験事業
拡
充

　観光資源である「海」を活用し、室津地区で行わ
れているフライボードのショー及び体験会を地域の
情報発信を行う“道の駅”みつで開催することによ
り、主に阪神間からの若者の観光客誘致につなげ
る。

　新たに新舞子浜で、ＳＵＰ及びスキムボード体
験会を実施し、相乗効果により更なる誘客を図
る。

　フライボードデモショー及びフ
ライボード、ＳＵＰ、スキムボー
ド体験会を実施

10 たつの市PR事業
拡
充

　本市の地場産品や特産品、観光情報を広くPRする
ため、各種イベントへ参加するとともに、たつの市
イメージキャラクターの活用により観光プロモー
ション活動を推し進め、産業振興、観光誘客を図る

　観光プロモーション活動を推進するため、赤と
んぼくんやあかねちゃんを活用したグッズ等を作
成しＰＲを行う。

・各種イベントへの参加（観光
PR・物産販売、PR展示）
・イメージキャラクターを活用し
たグッズ等の作成

11

施策７
　観光資源のブランド化
と環境整備（観光地整
備）

青少年冒険の森整備事業
新
規

　菖蒲谷の大成山国有林野を整備し、菖蒲谷森林公
園との一体的な利活用を図ることにより交流人口の
増加を目指す。

　大成山国有林野内で、既存の野営場の利活用を
中心に、新たに大成池の周回コース、駐車場、遊
具広場、林間広場等の整備を行う。

・キャンプサイト整備
・周回遊歩道整備
・遊具整備
・関連施設整備
・測量試験費

12

人財イノベーション推進事
業
(職員研修事業（大学連携
事業）)

拡
充

　大学との連携を推進し、視野が広く専門性の高い
知識を持った職員の育成を図る。

　連携協定を締結している兵庫県立大学へ職員を
派遣して専門知識の習得を図るほか、教授や学生
と協働で事業を研究することで、職員の質の向上
や施策提案につなげる。

・兵庫県立大学への職員派遣
・兵庫県立大学の教授や学生と職
員の合同研究

13
醸造文化を活かしたまちづ
くり事業

新
規

　地域住民、地元生産者、販売者等が一体となり、
本市が持つ醸造文化を活かした競争力のある商品を
開発・発信し地域産業の活性化を図るとともに、地
域再生に向けての住民意識づくりと新たな人材の発
掘を行い地域磨きにつなげる。

　平成28年度に制度設計を行い、平成29年度から
右記の計画により事業を実施する。
　発酵食のまちづくり事業は、制度構築に伴い本
事業に統合する。

　醸造文化を活かしたまちづくり
を考える団体を設立し、商品開発
を行い、ブランド化を図り、新た
な地場産業を生み出す。

「発酵食のまちづくり
事業」を統合

施策６
　着地型観光の振興と魅
力の発信（観光誘客）

施策８
　産学連携によるものづ
くり技術の高度化支援
（産学連携）

人
口
還
流
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14 妊婦健康診査費助成事業
拡
充

　妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出
産を迎えるために健康診査が重要であることから、
妊婦に係る健康診査費の一部を助成する。

　助成額が県平均額を下回っている現状から1万
円の増額助成とする。

　妊婦に係る健康診査費の一部を
助成する。

15 不育症治療支援事業
新
規

　不育症治療の経済的負担を軽減し、出産を支援す
る。

　不育症の早期受診、早期治療を促進するため、
不育症と判断され不育症に関する検査・治療を受
けた方に、費用の一部を助成する。

　不育症治療に要する費用の一部
を助成

16 産前・産後サポート事業
新
規

　妊産婦等の相談支援を行うことで、家庭や地域で
の妊産婦等の孤立感の解消を図る。

　妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する
悩み等について、助産師等の専門家による家庭訪
問・相談支援を行う。

・特定妊婦の選定
・助産師等による家庭訪問
・支援プラン策定
・関係機関との連絡調整
・継続的な支援

17
子育て世代包括支援セン
ター運営事業

拡
充

　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない相談・
支援体制を充実するため、子育て世代包括支援セン
ターを平成29年度に開設し、電話・窓口での相談体
制を整備するとともに、支援が必要な家庭に対し、
専門職による支援体制を整備する。

　平成28年度に制度設計を行い、平成29年度から
子育て世代包括支援センターを開設し事業を実施
する。

・子育て支援の拠点（総合相談窓
口）
・リスクの高い妊産婦の支援（虐
待予防）
・家庭児童相談室との一体的な支
援

事業化

18 放課後補充学習推進事業
新
規

　放課後における補充学習により、小・中学生の学
力向上を図る。

　小・中学生に対し、基礎・基本や学習習慣の定
着、知識・技能を活用する力の向上等、課題の改
善を図るための補充学習を放課後に行う。

　児童・生徒で受講を希望する者
に対して、講師が基礎基本を定着
させる学習を行う。

19

施策１２
　質の高い教育環境と特
色ある教育の推進(教育
支援)

こども未来応援塾運営事業
拡
充

　家庭での学習習慣が十分身についていない子ども
を対象に学習支援を実施し、学習習慣や基礎学力の
定着を図る。

　平成28年度に制度設計及び事業の先行実施を行
い、平成29年度から本格的に小学校区に開設し事
業を実施する。
　開設場所は、地域公民館等を利用する。

　地域学校協働本部を設置すると
ともに、開設校区内において自治
会、PTA、子ども会、学校関係
者、地域ボランティア団体等の
ネットワークを構築し、大学生や
教員OB等の指導者により学習支援
を実施する。

事業化

施策１０
　安心して子どもを産み
育てるための環境整備
（出産支援）

若
者
未
来

施策１１
　子育て世帯に対する支
援の充実（子育て支援）
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20
施策１３
　公共交通の確保と利用
促進（公共交通整備）

公共交通ネットワーク構築
事業

拡
充

　誰もが利用しやすい地域公共交通ネットワークを
構築し、地域交通の確保・維持・改善を図り、まち
づくりにおける都市機能の充実と観光を含めた利用
促進の活性化を推進する。

　たつの市地域公共交通網形成計画に基づき、コ
ミュニティバスや市民乗り合いタクシーをはじめ
とする持続可能な地域公共交通の確保維持改善を
行う。
　定住自立圏の中心市である本市において、コ
ミュニティバス及び路線バス等利用促進事業や
パーク＆ライド助成相互利用促進事業を実施す
る。

・市民乗り合いタクシー運行
・コミュニティバス運行
・コミュニティバス・路線バス等
利用促進
・パーク＆ライド助成相互利用促
進

21
施策１４
　住み続けたい住環境の
整備（地域活力）

空き家対策事業
新
規

　高齢化や遠隔地への転出、経済的事情などの理由
による空き家が増加している状況から、地域住民が
安心して生活できるまちづくりを進める。

　空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく
空き家対策計画を策定し、空き家の適正管理と利
活用を推進する。

・空き家等対策協議会の設置
・空き家等対策計画の策定
・空き家活用組織の設立

22

施策１６
　賑わいあふれる未来に
向けた「ふるさと　たつ
の」づくり（ふるさと創
生）

コミュニティビジネスサ
ポート事業

拡
充

　地域社会の様々な課題に対して、近年、行政がき
め細かく対応できなくなってきているとともに個人
の志のボランティアでは継続することはできなく
なっている。この様な地域課題に対して、地域や団
体が収益を得ながら自立し、自主的な課題解決推進
を目指す。

　平成28年度に制度設計を行い、平成29年度から
右記の計画により事業を実施する。

・セミナー・相談会・マッチング
フェア等の開催
・個別相談支援
・まちづくりアドバイザー派遣補
助

事業化

地
域
活
力
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